
 

 
平成 22 年 11 月 16 日 

 
各      位 

会 社 名  ＩＭＶ株式会社 
代表者名  代表取締役社長 岡本 二朗 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７７６０） 
問合せ先  
役職・氏名 執行役員経営企画本部長 桂井 徹 
電話 ０６－６４７８－２５６５ 

定款の（一部）変更に関するお知らせ 

当社は、平成 22 年 11 月 16 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 22 年 12 月 22 日

開催予定の第 64 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
１． 定款変更の目的 

（１）当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレート・ガバナンス

の一層の強化を図るため、また、株式会社大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」の

規定を受け、監査役会および会計監査人を設置することとし、当社現行定款第４条（機関）および第

５章の章題を変更し、第６章「会計監査人」を新設するものであります。 

（２）その他、上記変更に伴う必要な修正、章数、条数の繰り下げ等所要の変更を行うものであります。 

 
２．定款変更の内容 

変更内容は、別紙のとおりであります。 
 
３． 日程 

取 締 役 会 決 議 平成 22 年 11 月 16 日 

株 主 総 会 開 催 日 平成 22 年 12 月 22 日 

効 力 発 生 日 平成 22 年 12 月 22 日 

 
以  上 

nakagami
FASF会員マーク



（別紙） 

（下線＿は変更部分を示します。） 
現行定款 変 更 案 

（機関） 
第４条  当会社は、株主総会および取締役 
     のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 
（２）監査役 

＜新設＞ 
＜新設＞ 

（機関） 
第４条  当会社は、株主総会および取締役 
     のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 
（２）監査役 
（３）監査役会 
（４）会計監査人 
 

第５章 監査役 
 

第５章  監査役および監査役会 
 

＜新設＞ 
 
 

 

（常勤の監査役） 
第３４条 監査役会は、その決議によって常 
     勤の監査役を選定する。 
 

＜新設＞ 
 
 
 
 
 
 
 

 

（監査役会の招集通知） 
第３５条 監査役会の招集通知は、会日の３ 
     日前までに各監査役に対して発 
     する。ただし、緊急の必要がある 
     ときは、この期間を短縮すること 
     ができる。 
   ２ 監査役全員の同意があるときは、 
     招集の手続きを経ないで監査役 
     会を開催することができる。 
 

 
＜新設＞ 

 
 

   

 
（監査役会の決議方法）  
第３６条 監査役会の決議は、法令に別段の 
     定めがある場合を除き、監査役の 
     過半数をもって行う。 
 

 
＜新設＞ 

 
 
 

 

 
（監査役会規程）  
第３７条 監査役会に関する事項は、法令ま 
     たは本定款のほか、監査役会にお 
     いて定める監査役会規程による。 
 

＜新設＞ 
 
 
 
 
 

 

（監査役会の議事録）  
第３８条 監査役会における議事の経過の要  

領およびその結果ならびにその他 
     法令に定める事項については、こ 
     れを議事録に記載または記録し、出席

した監査役がこれに記名押印 
     または電子署名する。 
 



 

現行定款 変 更 案 
第３４条～第３５条（省略） 
 

第３９条～第４０条（現行どおり） 
      

＜新設＞ 
 

第６章 会計監査人 
 

＜新設＞ 
 

 

（会計監査人の設置） 
第４１条 当会社は会計監査人を置く。 

＜新設＞ 
 

（会計監査人の選任方法） 
第４２条 当会社の会計監査人は、株主総会 
     の決議によって選任する。 
 

＜新設＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（会計監査人の任期） 
第４３条 会計監査人の任期は、選任後１年 
     以内に終了する事業年度のうち最 
     終のものに関する定時株主総会の 
     終結の時までとする。 
   ２ 会計監査人は、前項の定時株主総 
     会において別段の決議がなされな 
     かったときは、当該定時株主総会 
     において再任されたものとみな 
     す。 
 

＜新設＞ 
 
 
 
 
 
 

（会計監査人の報酬等） 
第４４条 会計監査人の報酬、賞与その他の 
     職務執行の対価として当会社から 
     受ける財産上の利益は、代表取締 
     役が監査役会の同意を得て定め 
     る。 

第６章 計 算 
 
第３６条～第３９条（省略）      
 

第７章 計 算 
 
第４５条～第４８条（現行どおり） 

 


